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ESG投資拡大の流れでクローズアップ 
企業のリスク要因「座礁資産」とは？ 

 

石油元売り大手のENEOSが、再生可能エネルギー新興企業のジャパン・リニューアブル・エナジーの買収を発表した。

「ESG」や「カーボンニュートラル」など「温室効果ガスの排出抑制」がビジネスや政策形成のトレンドとなって久

しい。化石燃料を使用することが、「悪」とまではいかないものの、時代遅れの象徴とみなされる風潮が定着して

おり、今回のENEOSの買収も、こうした時代の流れを見越したものとみて間違いない。 

ところで、こうした風潮の中で「座礁資産」という考えがクローズアップされている。座礁資産とは、「社会の要

請など様々な状況変化により将来価値を失う資産」のこと。今後、二酸化炭素排出をより抑制する方向へ社会が動

くことにより、化石燃料そのものや、あるいはそれらを必要とする機械設備は、フル稼働することができなくなる

と想定される。必然的に資産価値が減少することになるため、企業は会計上、減損処理をしなければならない。 

すなわち、貸借対照表上では資産の減少、損益計算書上では損失計上することになるのである。 

ただし、どの程度の資産が“座礁”するかと言えば、「ハッキリとは分からない」。2016年に発効したパリ協定で

は「産業革命前に比べて現在の気温を＋2℃以内の上昇に抑えること」を目標としたが、実際どの程度の化石燃料が

使えなくなるかは分からないためだ。 

不確定要素の多い座礁資産問題だが、企業としてはロングスパンで対策を進めていく必要がある。座礁資産を保有

する企業では、資産を手放すことを検討すべきだし、座礁資産に対して新たな投資をすることは避けなければなら

ない。 

また、すでに金融の世界では、座礁資産関連の投資を引き揚げる動きが活発化しつつあり、今後は投資家による石

油・石炭関連株からの資金の引き上げが相次ぐ可能性もある。投資戦略においても、企業が保有する座礁資産の情

報を十分に精査する必要が出てくるだろう。 

 

 

離婚に伴う財産分与は原則非課税 
不動産分与は譲渡所得課税に注意 

 

夫婦が離婚したときに相手方の請求に基づき一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与というが、

離婚に伴う財産分与は、民法768条｟財産分与｠基づくもので、贈与税の課税原因である民法549条｟贈

与｠とは異なる。 

つまり、離婚に伴う財産分与は夫婦の財産関係の清算、生活保障のための財産分与請求権に基づき給付

を受けたもので、贈与とは考えないので原則として贈与税はかからない。 

ただし、離婚に伴う財産分与であっても、分与された財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財

産の額などを考慮しても多すぎる場合には、その多すぎる部分は贈与とされ贈与税がかかるし、離婚が

贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合には、受け取った財産すべてに贈与税がかか

る。財産分与の金額が、社会通念上多すぎる場合や租税回避行為と認められるような場合は贈与税の課

税対象となる可能性がある。 

また、財産分与が土地や建物などの場合、分与した人に譲渡所得課税が行われる点には注意が必要だ。

この場合、分与時の土地や建物などの時価相当額が譲渡所得の収入金額になる。 

そこで、不動産の取得価額と譲渡（財産分与）の費用の合計よりも譲渡時点の時価のほうが高ければ、

その差額（譲渡所得）に譲渡所得税がかかる。したがって、取得時よりも資産の価値が下落していれば

課税されることはない。 

 

 


